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部落問題（差別）を正しく知ろう（第10回）
◆ 明るく住みよいまちをつくるために 

　今回は現在の部落差別の現状についてお届けします。

　皆さんの多くは、部落差別の存在を実感できないと

感じているのではないでしょうか。しかし、現実には

被差別部落出身であることを理由とした差別は根深く

残っていて、特に直接自分や家族に関わってくる結婚

などのときに表面化しています。

　2014（平成 26）年に実施した「人権問題に関す

る伊賀市民意識調査」の結果では、結婚相手が被差別

部落出身である場合、「全く問題にしない」という人

は 21.6％で、その他の人はなんらかの心の迷いがあ

ることが明らかになっています。

　昨年度、この意識が基で婚約者が被差別部落出身か

どうかの身元調査が行われ、その結果、お互いの信頼関

係が崩れ、婚約破棄に至った相談がありました。

　しかし、これは氷山の一角だと考えています。結婚

差別は「家庭内の揉め事」として捉えられたり、打ち

明けて相談することが被差別部落出身であることを告

白することにつながるため、行政などには相談できず、

当事者が泣き寝入りするケースがほとんどです。

　また、インターネット上には差別を助長したりする

ような誤解と偏見に基づいた書き込みのほか、身元調

査につながりかねない情報が氾濫しています。そのため、

被差別部落出身の人は自分の出身地を語りにくい状況

にあります。

　誰でも差別されたくないため、被差別部落出身者と

見なされて差別されないように関わりを避けようとし

ます。このことが部落差別を残す大きな原因となって

います。

　部落差別を未来に残すのか、失くしていくのか。今、

私たち一人ひとりの立ち位置が問われているのではな

いでしょうか。

【問い合わせ】人権政策課
　☎22-9683　ＦＡＸ22-9684
　　jinken-danjo@city.iga.lg.jp

新庁舎開庁記念イベント 「おかえり！ミエゾウ」
◆ MieMu（三重県総合博物館）出前展示

　市と県では、連携協力の

取り組みを進める一環と

して、伊賀の歴史を自然史

的な観点から見つめ直し、

伊賀地域の魅力を再発見

できるよう、平田で採取

された「ミエゾウ足跡化

石（レプリカ）」や伊賀に

由来のある「イガタニシ」

「オクヤマドブガイ」の化

石などを展示しています。

【と　き】

　３月 11 日㈪まで

　午前９時～午後４時 30 分

※土・日曜日・祝日を除く。

【ところ】　

○本庁舎　１階ロビー

○三重県伊賀庁舎

　２階県民ホール

　（四十九町 2802 番地）

【問い合わせ】　○文化財課

○伊賀地域防災総合事務所地域防災課　☎ 24-8003

【問い合わせ】文化財課
　☎ 22-9678　ＦＡＸ 22-9667
　　bunkazai@city.iga.lg.jp

◆関連事業〈展示解説・講演会〉
【と　き】　２月 19 日㈫

①展示解説　午後 4 時～ 5 時 15 分

　「おかえり！ミエゾウ」の展示解説を行います。

【ところ】　本庁舎　１階ロビー集合

【定　員】　30 人　※応募多数の場合は抽選

【申込方法】

　往復ハガキまたはメールに、住所・氏名・連絡先・

参加希望人数を明記して申し込んでください。

【申込期限】　２月 12 日㈫必着

【申込先】

　〒 518-8501

　伊賀市四十九町 3184 番地

　伊賀市教育委員会文化財課

②MieMu館長講演会

　午後５時 40 分～７時（開場：午後５時 15 分）

　MieMu 館長による講演会を開催します。ミエゾ

ウの名前の由来となった、明
あきら

標本と呼ばれる「歯

付き下顎骨（レプリカ）」も特別展示します。

【ところ】　三重県伊賀庁舎　７階大会議室

【定　員】　先着 80 人

ⓒ Takashi Oda
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農業者年金をご利用ください
◆ 老後の備えは万全ですか

◆現役を退いた後も人生は続きます

○ 65 歳からの平均余命は… 

　⇒男性：19 年　女性：24 年

　（厚生労働省　平成 27 年簡易生命表より）

◆老後の生活費

○高齢農家世帯 ( 世帯主が 65 歳以上の夫婦２人 ) の

生活費 ⇒月額：約 24 万円（平成 28 年総務省家計

調査　高齢夫婦無職世帯を基に推計）

○国民年金受給額（夫婦２人分）⇒月額：約 13 万円

（40 年加入の場合）

　１カ月あたり約 11万円不足

◆農業者年金のメリット◆

○少子・高齢化時代に強い積立方式･確定拠出型の年金

○終身年金で 80 歳までの保証付き

○保険料の額（月 2 万円～ 6 万 7,000 円）は自由に

決められる

○保険料は全額社会保険料控除の税制優遇措置

○手厚い政策支援、保険料に国庫補助も

◇加入要件 

　①国民年金第 1 号被保険者

　②年間 60 日以上農業に従事している人

　③ 20 歳以上 60 歳未満の人

■農業者年金の年金額の試算額

加入年齢 納付期間 性別 試算額（年額）
※月額 2 万円の保険料

20 歳 40 年
男性 765,100 円

女性 645,300 円

30 歳 30 年
男性 507,700 円

女性 428,200 円

40 歳 20 年
男性 300,600 円

女性 253,500 円

50 歳 10 年
男性 134,000 円

女性 113,000 円

※この試算は、保険料月額 2 万円で加入し、65 歳ま

での運用利回りが 2.5％の場合になります。65 歳

以降の年金額を計算するための予定利率は 0.35％

（農林水産省告示により定められている率）での試

算です。運用利回りは加入後の経済変動などにより

上下します。

【問い合わせ】農業委員会事務局
　☎ 22-9720　ＦＡＸ 22-9715
　　 nougyou@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】保育幼稚園課
　☎ 22-9655　ＦＡＸ 22-9646
　　hoyou@city.iga.lg.jp臨時保育士・臨時看護師・臨時調理員募集

◆ 公立保育所（園）で働きませんか

　市内の公立保育所（園）で勤務していただく臨時保

育士・臨時看護師・臨時調理員を募集しています。

【募集人数】　それぞれ若干名

【応募資格】

○臨時保育士：保育士資格を持っている人

○臨時看護師：看護師免許を持っている人

○臨時調理員：調理師免許または栄養士免許を持って

いる人（免許なしでも可）

【勤務時間】

　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（臨時保育士は早

出・遅出あり）

【勤務場所】　市内の公立保育所（園）

【賃　金】

○臨時保育士（常勤）：8,773 円／日

○臨時看護師（正看）：9,455 円／日

○臨時看護師（准看）：7,905 円／日

○臨時調理員（免許あり）：6,913 円／日

○臨時調理員（免許なし）：6,590 円／日

【提出書類】

　履歴書、それぞれの資格証または免許証の写し

【応募方法】

　まずは電話でお問い合わせください。

【選考方法】　面接試験

※面接の日程は応募連絡時に調整します。

【応募期間】　随時受付

【応募先】　保育幼稚園課


